
�金沢市選挙管理委員会告示第30号

平成16年７月11日執行予定の参議院議員通常選挙につき､ 公職選挙法施行令 (昭和25年政令第89号) 第17条ただし

書の規定により､ 選挙人名簿の登録の移替えを当該選挙の期日後に延期する期間を次のとおり定めます｡

平成16年６月８日

金 沢 市 選 挙 管 理 委 員 会

登録の移替えを延期する期間

平成16年６月８日から同年７月11日まで
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